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ショートメールを 

利用した詐欺に注意 

  表示された電話番号に連絡すると   

     「有料サイト料の滞納がある」     

   「支払わないと裁判になる」 

   「コンビニの電子マネーで支払って」 

   「電子マネーの番号を教えて」 

 などと言われ，利用権をだましとられるものです。 

   身に覚えのない請求は無視しましょう！！ 
  

～年齢・性別を問わず被害が発生～ 

こんなメールが届いたら詐欺！ 


